
 

○ 化学物質の排出量の把握等の措置（ＰＲＴＲ1) ）の実施の手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1)  Pollutant Release and Transfer Register 

※意見を付すことも可 

 国  届出データをファイル化 

別紙 

対 象 化 学 物 質 

（３５４物質） 

 

有害性があり、相当広範な地

域の環境中に継続的に存在

する物質を指定 政令  

 国  化学物質管理指針の策定・公表 

   事業者は指針に留意しつつ、 

  化学物質の排出・管理状況等 

  に係る情報提供を行い、国民 

  の理解の増進を図る。 

     

対 象 事 業 者 

 

対象化学物質の製造事業者等

（業種、規模を指定） 政令  

 

環境への排出量・移動量を届出 

 国 届出対象以外の 

    排出量 

    (家庭、農地等) 

 
事業者による管理の改善を促進、環境の保全上の支障を未然に防止 

 集計データとともに 
個別事業所データを通知 

 国 個別事業所データの開示 

 国 環境への排出量と移動量を 
  集計し、公表 

 国 個別事業所データ 
 民 の開示請求 

 国 環境モニタリング、健康影響等 
    に関する調査 

国の調査への意見 
     ①事業者からの届出を経由 

 地  ②国から通知されたデータ 
 方    を活用し、地域ニーズに 
 公    応じた集計・公表 

 共  ③国が行う調査への意見 

 団  ④事業者への技術的助言 

 体  ⑤広報活動等を通じた国民 
       の理解増進の支援 

※電子情報で届け出ることも可 

※秘密情報は業所管大臣に 
  直接届出 

都道府県知事(経由) 

※秘密情報の届出事項について 
  業所管大臣への説明要求が可 
   

都道府県知事 

  ＭＳＤＳ制度 

 対象となる化学物質（３５４＋８１ 

 物質）等を事業者間で取引する際、 

 その性状及び取扱いに関する情報 

 の提供を義務付け 

     

事業者による排出量・ 

移動量把握の際の基礎 

データとなる。 

【網がけ部分】今回の意見募集の対象 


